
地域振興会議 第８回南ブロック合同会議

日 時： 令和４年１１月２９日（ 火）

時 間： 午後２時～

会 場： 用瀬保健センター 大集会室

１. 開 会

２ . あいさつ

３ . 各地域ごとに自己紹介

４. 議題・ 取組の紹介等

（ １） 空家について・ ・ ・【 資料１】（ 建築指導課）

① 本市の空き家の現状・ 課題について
②空き家に対する本市の取組・ 制度について

（ ２） 移住施策における空き家の利活用について・ ・ ・【 資料２】（ 地域振興課）

～休憩～

（ ３） 用瀬町の地域おこしの取組

①元地域おこし協力隊 楳川 友美

②株式会社週末住人 共同代表 深沢 あゆみ・ ・ ・【 資料３】

５ . 意見交換

６ . 閉 会



鳥取市都市整備部建築指導課

主任近藤康之







※出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」

全国の総住宅数、空き家数及び空き家率の推移 鳥取市の総住宅数、空き家数及び空き家率の推移
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地域別の空き家数の割合 地域別にみる人口に対する空き家率



防災上の問題
・倒壊、崩落
・屋根・外壁の落下
・建材の飛散

防犯上の問題
・不法侵入、不法滞在
・放火による火災発生
の危険

衛生上の問題
・不法投棄を招く
・雑草、樹木の繁茂
・害虫、鳥獣の発生

景観上の問題
・景観、風景を損ねる



１．放置すれば倒壊するおそれのある状態
（1）建築物の著しい傾斜がある
（2）構造耐力上主要な部分の損傷がある
（3）屋根、外壁等が脱落、飛散する可能性がある※部分的に見られる場合は、(1)～(3)のうち複数
に該当している状態のものを認定

「空家等」とは
概ね年間を通じて居住や使用などされていない建築物及びその敷地のこと。※国・地方公共団体が所有及び管理するものは除く。
「特定空家等」とは
「空家等」のうち、以下の状態にあるもの。

２．著しく衛生上有害な状態
（1）吹付石綿等が飛散する可能性がある
（2）浄化槽の放置、破損による臭気がある
（3）排水の流出による臭気がある
（4）ゴミの放置、不法投棄による臭気がある※(1)～(4)のうち複数に該当している状態のもの
を認定

３．著しく景観を損ねている状態
（1）建築物に落書きがある
（2）窓ガラスが割れたまま放置されている
（3）立木が建物を覆っている※(1)～(3)のうち複数に該当している状態のものを
認定

４．その状態を放置することが不適切である状態
（1）立木の枝葉が道路にはみ出している
（2）動物の糞尿による臭気
（3）門扉が施錠されていない※(1)～(3)のうち複数に該当している状態のもの
を認定

「特定空家等」に認定される状態



適切な管理が行われていない空き家から地域住民の生命、身体、財産を保護し、
生活環境の保全を図るとともに、空き家の利活用促進を目的に平成27年5月26日に
施行。

特に危険な空き家である「特定空家等」に認定されると下記の措置が実施される
場合がある。

助言
・

指導

空家特措法
第14条第1項

空家特措法
第14条第2項

勧告

固定資産税の
住宅用地の特例解除

所有者
意見聴取

空家特措法
第14条第4項

空家特措法
第14条第3項

命令

（条例）
命令内容の公表※事前に意見聴取要

過料
※50万円以下

行政代執行

空家特措法第14条第9項
行政代執行法第3条第2項

空家特措法第16条第1項

費用徴収

空家特措法による措置の流れ







【老朽危険空き家に関するもの（建築指導課）】
鳥取市空家等除却事業費補助金
「鳥取県解体工事業協同組合」との連携による解体見積もりの無償提供
空き家所有者等に対する情報提供、助言・指導（近隣・町内会等から苦情相談
があったもの）
「鳥取市空家等対策計画」の策定
空き家等の適切な管理に関する広報（市報・公式ホームページ等）

【空き家の利活用に関するもの（中心市街地整備課）※中心市街地以外でも適用されるものを紹介】
鳥取市空き家情報バンクの設置
「aｋｉ ｓｏｌ （アキソル）」を運営する株式会社ジチタイアドと連携協定
空き家情報冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」の作成・配布

【鳥取県との連携によるもの（県・中山間地域政策課）】
空き家に関するワンストップの総合相談窓口の設置（とっとり空き家利活用推進協議会）
「空き家ガイドブック（とっとり空き家利活用推進協議会作成）」の配布

【鳥取市空き家対策本部に関するもの】
「空き家利活用ガイドブック」の作成



【鳥取市空家等除却事業費補助金】
目 的：倒壊等はじまりつつある空き家であって、防災上周囲に対して危険性

が高い特定空家等の除却を行う所有者またはその法定相続人に対し、
当該工事に要する費用の一部を助成することにより、良好な景観及び
生活環境の創生並びに安全で安心な地域づくりに寄与すること。

補助金額：補助率２分の１上限６００千円
対象経費：対象建築物の除却、除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用
財 源：国（２分の１）、県（４分の１）、市（４分の１）



【鳥取市空家等対策計画の策定】



【空き家等の適切な管理に関する広報】



【鳥取市空き家情報バンクの設置】
概要：空き家の賃貸・売却を希望する人から申し込みを受けた空き家を登録し、
利用希望者に紹介する仕組みで遊休不動産の流通促進を図る目的で設置。

【基本的な流れ】
1.空き家所有者より、登録の申請を受け付
現地調査を行ったあと、宅建協会に委託
設置した「住もう鳥取ネット」が物件の
い(媒介)を希望する不動産会社の募集を
2.所有者と不動産業者との媒介契約成立後
ンクに登録し、市ホームページ等で情報公開
を行う。
3.空き家所有者及び利用希望者は、不動産会社
を介して空き家の賃貸・売買契約を締結



【「aｋｉ ｓｏｌ （アキソル）」について】
株式会社ジチタイアドが運営する空き家問題解決のための総合プラットフォーム
空き家相談窓口の一つとして、空き家問題解決のサポートを行うもの。
空き家に関する悩みを無料で相談することができ、空き家問題解決に向けた必要
な情報提供や事業者とのマッチング、物件を０円であっても手放したい方の相談
等を受け付けている（※サービス内容によっては一部費用が発生。相談のみであ
れば無料）。



【「aｋｉ ｓｏｌ （アキソル）」について】



【空き家情報冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」の作成・配布】



【「空き家利活用ガイドブック」の作成】



【空き家に関するワンストップの総合相談窓口の設置】



【「空き家ガイドブック」の配布】



移住施策における
空き家の利活用について

1

鳥取市地域振興課



中山間地域における大きな課題

⇒人口減少 地域の担い手不足または活力の低下

「移住者の受け入れ」は課題解決手段のひとつ

2

はじめに



中山間地域の強み

豊かな自然に加え、空き家も立派な地域資源

⇒ でも、同じような地域は日本中いたる所にある

大切なのは・・・

•移住者を受け入れた地域づくりに取り組む地域
•がんばる地域を応援する行政支援

3

空き家の利活用について

※だからこそ地域づく りや情報発信が必要。



平成１８年９月

「鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口」を開設

移住定住に関する情報の収集・発信の

一元化を図り、特に若者や団塊の世代を

中心に県外から鳥取市への移住を促進。

・令和２年度より、オンラインによる移住

相談対応もスタート。

・令和４年度より、移住定住ポータルサイト

「とっとりコネクト」運用開始。

○ その他の主な取組
・移住相談会への出展、関西圏の大学主催就職相談会への出展（オンライン含む）
・Uターン支援登録制度 ・お試し定住体験事業 ・移住定住空き家運営業務委託事業
・各種補助事業 ・移住定住関連情報発信 4

移住定住促進について



移住者と人口の推移

5

令和４年３月３１日現在

移住定住の状況

年 度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 合計

窓口対応
延べ件数(件) 262 764 1,086 1,384 1,363 1,220 1,419 1,211 1,442 1,429 1,204 1,109 920 1,119 899 1, 016 17, 847

相談登録者
数(世帯) 92 175 241 331 297 396 380 383 489 484 447 515 389 449 223 168 5,459

移住 (世帯) 5 32 59 59 73 107 100 160 200 178 119 371 341 262 279 323 2,668

者数 (人) 7 71 136 133 166 237 214 288 351 326 188 487 464 359 389 462 4,278

人口 198480 197927 197054 196110 195568 194871 193774 193582 192660 191772 191152 190139 188739 187288 186180 183645
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年代別移住世帯数、移住者数（平成１８年９月～令和３年３月末）
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移住定住の状況

世帯 人数
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出身地別移住世帯数（平成１８年９月～令和４年３月末）

7

移住定住の状況

関西圏が４割弱を占める

大阪府, 432世帯, 16%
Uターン64.1％ Iターン35.9％

兵庫県, 374世帯, 14%
Ｕターン55.3％ Ｉターン44.7％

東京都, 310世帯, 11%
Ｕターン60.6％ Ｉターン39.4％

岡山県, 183世帯, 7%

京都府, 140世帯, 5%
広島県, 138世帯, 5%

島根県, 126世帯, 5%

神奈川県, 99世帯, 4%

千葉県, 73世帯, 3%

その他, 793 世帯, 30%
出身地,世帯数,割合

その他上位内訳（30世帯以上）
愛知県63世帯
福岡県62世帯
福島県54世帯
埼玉県54世帯
奈良県48世帯
滋賀県42世帯
山口県35世帯
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8

移住世帯の約８割は旧市内へ移住

移住定住の状況

※人口比で考えると旧市域と新市域で大きな差はない。



現在実施中の地域振興課の取り組み

【移住定住空き家運営業務委託事業】（平成２５年６月～）
※国府地域を除いた新市域７地域で実施中

＜委託内容＞

地域団体等による空き家バンクの運営

・地域の空き家情報の調査

・空き家の家主との交渉

・空き家情報の登録

・移住希望者の

空き家内覧対応
※家主の了承が前提

9■ これまでの空き家移住定住者数（ R４ .3 .31現在） ・ ・ ・ ７１世帯１３５人



現在実施中の地域振興課の取り組み

【鳥取市UJIターン者住宅利活用推進事業】（平成２６年度～）

＜補助制度概要＞

空き家運営業務受託団体が運営する空き家バンク登録住宅に、県外から定住目的
で入居する者がいる場合に、住宅改修や家財道具の処分費用の一部を補助する。

＜補助対象者＞

移住者、住宅所有者、（サブリース物件の場合のみ）空き家運営業務受託団体

＜補助額・率＞

補助率：1/2 上限額４０万円（事業費８０万円に対し、最大４０万円の支援）

10



【お試し定住体験施設】（平成１９年６月～）

13

用瀬地域お試し定住体験施設

現在実施中の地域振興課の取り組み

佐治地域お試し定住体験施設

中心市街地、河原町、用瀬町、佐治町、気高町、鹿野町に
お試し定住体験施設を設置。運営は地域団体等に委託。

実際に鳥取市での暮らしを一定期間体験することで、
移住定住の具体的なイメージを持っていただくことができる。

体験料：５日間まで6,000円。
６日目以降は1日につき1,200円を加算。
最大３０日間の利用。

令和４年１１月より
地域イベント等（※ ）に『参画する』者の施設利用も可能に。

※施設が所在する地域で行われる移住定住の促進や関係人口の創出に資する取組

■ これまでの施設利用者世帯数・ ・ ・ 延べ６４５世帯（ 実世帯５０１）
（ R４ .3 .31現在）

■ うち移住定住世帯数・ ・ ・ ２０５世帯（ 40 .9％）

河原地域お試し定住体験施設


















